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イ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
は
こ

の
ほ
ど
、
「
Ｂ
／
Ｌ
裏
面

約
款
の
運
送
人
の
責
任
」

と
題
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
、
岡
部
・
山
口
法
律

事
務
所
の
山
口
修
司
弁
護

士
＝
写
真
＝
が
実
際
の
判

例
を
交
え
て
解
説
し
た
。

　
海
上
運
送
を
め
ぐ
っ
て

は
、
複
数
の
国
際
ル
ー
ル

が
併
存
し
て
い
る
。
日
本

は
１
９
５
７
年
に
ハ
ー
グ

ル
ー
ル
、
92
年
に
ハ
ー
グ

・
ヴ
ィ
ス
ビ
ー
ル
ー
ル
を

批
准
し
た
ほ
か
、
国
際
海

上
物
品
輸
送
法
を
有
し
て

い
る
。
一
方
、
途
上
国
の

多
く
は
ハ
ン
ブ
ル
グ
ル
ー

ル
を
採
用
し
、
２
０
０
８

年
に
制
定
さ
れ
た
ロ
ッ
テ

ル
ダ
ム
ル
ー
ル
は
今
後
、

批
准
が
進
む
可
能
性
が
あ

る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
て
山
口
弁
護
士
は
、
各

ル
ー
ル
が
定
め
る
「
運
送

人
」
の
定
義
の
違
い
や
、

船
舶
所
有
者
を
運
送
人
と

す
る
「
デ
マ
イ
ズ
ク
ロ
ー

ズ
」
の
効
力
、
船
荷
証
券

の
記
載
が
及
ぼ
す
影
響
を

解
説
し
た
上
で
、
運
送
中

の
事
故
発
生
時
の
被
害
立

証
と
補
償
金
額
の
範
囲
に

つ
い
て
判
例
を
示
し
、
説

明
を
加
え
た
。

　
ま
た
、
各
種
の
法
的
免

責
に
つ
い
て
も
言
及
。
航

行
上
の
過
失
は
小
さ
く
て

も
損
害
額
が
莫
大
（
ば
く

だ
い
）
と
な
る
こ
と
が
あ

る
た
め
に
運
送
人
は
免
責

と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
舶

と
の
衝
突
の
場
合
は
、
相

手
の
船
に
求

償
で
き
る
範

囲
が
ル
ー
ル

に
よ
っ
て
異

な
る
。
同
様

に
、
船
舶
火

災
は
損
害
額

が
巨
額
と
な

る
上
、
過
失

の
判
定
が
困

難
な
た
め

に
、
運
送
人

自
身
の
故
意
過
失
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
伝
統
的
に

免
責
と
さ
れ
る
こ
と
や
、

海
固
有
の
危
険
、
隠
れ
た

瑕
疵
（
か
し
）
、
包
装
の

不
十
分
な
ど
の
取
り
扱
い

を
取
り
上
げ
、
各
ル
ー
ル

が
定
め
る
責
任
制
限
や
出

訴
期
限
に
も
触
れ
た
。

　
そ
の
ほ
か
、
代
理
人
や

下
請
け
業
者
な
ど
も
運
送

人
と
同
様
に
保
護
さ
れ
る

こ
と
を
定
め
る
「
ヒ
マ
ラ

ヤ
・
ク
ロ
ー
ズ
」
の
影
響

範
囲
や
、
船
が
危
険
な
状

態
に
な
っ
た
と
き
の
費
用

を
船
舶
と
貨
物
が
共
同
負

担
す
る
「
共
同
海
損
」
の

制
度
に
つ
い
て
も
解
説
し

た
。

　
最
後
に
山
口
氏
は
、
６

月
18
日
に
発
生
し
た
貨
物

船
「
Ｍ
Ｏ
Ｌ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｆ

ｏ
ｒ
ｔ
号
」
の
沈
没
事
件

を
取
り
上
げ
、
事
故
の
概

要
と
現
況
、
今
後
の
手
続

き
の
流
れ
な
ど
を
説
明
し

た
。

複雑な国際ルールを解説

インターリンク

船
荷
証
券
セ
ミ
ナ
ー
開
催

運
送
中
の
事
故
は
免
責
あ
り


